
様式第5号(第20条関係)(裏面) 

 

   この証明書を所持する者は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の

支援に関する法律第8条第3項の規定により、同法の規定による返納金等を滞

納している者の財産の差押えをする権限を有する。 

 


